採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準の改正について
　排水計画のうち「2．放流先河川の流下能力の検討」について、１ha未満の申請については「１ha未満の小規模な開発に伴う雨水排水計画基準(案)」を、１ha以上の申請については従来の「開発に伴う雨水排水計画基準(案)」を適用することとします。
また、これに合わせて22頁の「1．流出量の算定」中の表3の一級河川（流域面積5km2以上および未満）の部分についても上記と同様の扱いとし、また同表中普通河川の項については、各市町が独自に基準を定めている場合はそちらを適用する旨を記載します。
